
役場の窓辺から yakuba no madobe kara
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川
根
本
町
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
下
記
の

要
件
の
す
べて
に
該
当
す
る
方
を
対
象
に
、
人
間
ド
ッ
ク
等
健
診
費
用
の一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

◆
内
容
と
助
成
金
額

　
人
間
ド
ッ
ク 

２
万
円

　
脳
ド
ッ
ク 

２
万
円

　
人
間
ド
ッ
ク
と
脳
ド
ッ
ク
の
セ
ッ
ト 

３
万
５
千
円

◆
助
成
要
件

【
国
民
健
康
保
険
】　
● 

申
請
時
、
１
年
以
上
川
根
本
町
の
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方　
● 

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯　
● 

令
和

２
年
度
中
に
国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診
査
を
受
け
て
い
な
い
方

【
後
期
高
齢
者
医
療
】　
● 

川
根
本
町
に
住
所
を
有
す
る
被
保
険
者
で
あ
る

方　
● 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
方　
● 

令
和
２
年
度
中
に

他
の
医
療
保
険
制
度
に
よ
り
人
間
ド
ッ
ク
等
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方　

 

 

● 

令
和
２
年
度
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
を
受
け
て
い
な
い
方

◆
契
約
医
療
機
関

 

● 

Ｊ
Ａ
静
岡
厚
生
連　
静
岡
厚
生
病
院 
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２
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● 

藤
枝
市
立
総
合
病
院 

☎
０
５
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６
４
６
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１
１
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● 

藤
枝
平
成
記
念
病
院 

☎
０
５
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６
４
６
）６
１
８
１

 

● 

総
合
健
診
セ
ン
タ
ー
ヘ
ル
ス
ポ
ー
ト 
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３
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● 

市
立
島
田
市
民
病
院 

☎
０
５
４
７（
３
５
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６
０
１

 

● 

聖
隷
予
防
検
診
セ
ン
タ
ー 

☎
０
５
３（
４
３
９
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１
１
１

 

● 

聖
隷
健
康
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ーShizuoka 

☎
０
５
４（
２
８
０
）６
２
１
１

◆
申
し
込
み
に
つ
い
て

お
申
し
込
み
は
、受
診
希
望
日
・
医
療
機
関
名
・
希
望
検
査
内
容
を
ご
自

身
で
医
療
機
関
へ
予
約
し
て
い
た
だ
き
、
受
診
希
望
日
の
14
日
前
ま
で
に

下
記
の
担
当
課
ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を
確
認
後
、『
受
診

証
』を
交
付
し
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
助
成
事
業

◆
助
成
に
関
す
る
ご
注
意

　
国
保
特
定
健
診
・
後
期
高

齢
健
康
診
査
を
受
診
さ
れ
る

（
受
診
さ
れ
た
）
方
は
、
人
間

ド
ッ
ク
の
助
成
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
両
方
受

診
さ
れ
た
方
は
、人
間
ド
ッ
ク

の
助
成
金
額
を
返
還
し
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

40
歳
～
74
歳
の
国
保
特

定
健
診
受
診
対
象
に
な
る
方

は
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診
に
よ
っ

て
特
定
健
診
を
受
診
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
人
間
ド
ッ

ク
健
診
結
果
か
ら
必
要
に
応

じ
て
、
特
定
保
健
指
導
対
象

者
と
し
て
町
か
ら
ご
案
内
が

さ
れ
ま
す
こ
と
を
ご
了
承
の

う
え
、お
申
し
込
み
下
さ
い
。

　

受
診
の
前
に
必
ず
受
診
申

請
書
を
役
場
担
当
に
提
出

し
、
受
診
証
の
交
付
を
受
け

て
下
さ
い
。
受
診
後
で
は
助

成
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

後期高齢者医療制度の保険料率が改定されます後期高齢者医療制度の保険料率が改定されます
　後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負
担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負
担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
　この保険料率は、各都道府県の広域連合が医療費の
増加などを見込んで２年ごとに算定します。令和２・３年度
の保険料率は、右記のとおり改定されました。
【年間保険料の計算方法（限度額64万円）】年間保険料 ＝ ｢所得割額：（前年の総所得金額等基礎控除額
33万円）×8.07％｣ ＋ ｢均等割額：42,100円｣※100円未満の端数は切り捨てになります。※令和３年度は、税制改正における
個人所得課税の見直し（給与所得控除・公的年金等控除の基礎控除への振替等）に伴い、基礎控除額が変更になる予定です。

区　分 平成30･令和元年度 令和２･３年度
所得割率 7.85％ 8.07％
均等割額 40,400円 42,100円

▼令和２・３年度の保険料率

▼賦課限度額が引き上げられます
　中間所得者層の負担軽減を図るため、賦
課限度額が引き上げられました。

区　　　分 旧（平成30・令和元年度） 新（令和２・３年度）
賦課限度額 62万円 64万円

平成30年度 ９割軽減【4,000円】      8.5割軽減【6,000円】
令和元年度 ８割軽減【8,000円】 ※３ 8.5割軽減【6,000円】
令和２年度 ７割軽減【12,600円】※３ 7.75割軽減【9,400円】
令和３年度 ７割軽減【12,600円】※３ ７割軽減【12,600円】

▼均等割額の軽減対象が拡大されます
　均等割額の５割軽減及び２割軽減について、所得の低い方の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額
が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。

区　  分 旧（令和元年度） 新（令和２年度）
５割軽減 33万円＋28万円×被保険者数 33万円＋28万5千円×被保険者数
２割軽減 33万円＋51万円×被保険者数 33万円＋52万円×被保険者数

年金収入額 令和元年度保険料 令和２年度保険料 上昇額
現役並み所得者（383万円） 210,500円 217,000円 6,500円
月額15.7万円（188万円） 47,600円（均等割５割軽減） 49,200円（均等割５割軽減） 1,600円
基礎年金受給者（80万円以下） 8,000円（均等割８割軽減） 12,600円（均等割７割軽減） 4,600円

均等割額の軽減
判定所得基準額

（世帯主及び世帯の全て
  の被保険者の総所得金
  額等の合計）

※１ 軽減判定所得基準額は、世帯主及び世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計です。
※２ 【　】内の金額は、均等割額（平成30・令和元年度は40,400円。令和２・３年度は42,100円）
　　に対する軽減後の保険料額です。
※３ 年金収入等が80万円以下などの要件を満たす場合は、介護保険料の軽減強化や年金生
　　活者支援給付金の支給の対象となります。（ただし、同じ世帯に住民税が課税されている方がいる場合は
　　対象外となります。年金生活者支援給付金は、保険料を納めた期間等により支給額が異なります。）

▼均等割額の軽減措置の特例が見直されます

▼収入別保険料額（年額）のモデルケース（単身世帯で、年金収入のみの場合）

　均等割額は、所得の低い方の負
担軽減を図るため、世帯の所得の状
況に応じて、法令により軽減措置（７
割軽減、５割軽減及び２割軽減）がと
られています。さらに、これまで７割軽
減にあたる方については、特例的に
軽減割合が上乗せされてきました。
　世代間の公平を図り、医療保険を
将来にわたり安心できる制度にする
観点などから、次のとおり段階的に
特例が見直され、本来の軽減割合
に戻ることとなりました。

軽減判定所得
基準額年度※１

33万円以下（かつ、同じ世帯の被保
険者全員の年金収入が80万円以下で、
その他の所得がない場合）

33万円以下

健
康
福
祉
課　
健
康
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く
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２
０
１
９
年
7
月
か
ら
、学
校
、児
童
福
祉
施
設
、病
院
、行

政
機
関
の
庁
舎
等
で
は「
原
則
敷
地
内
禁
煙
」 
の
ル
ー
ル
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、２
０
２
０
年
4
月
に
は
、飲
食
店
、オ
フ
ィ
ス
・
事
業

所
、娯
楽
施
設
、ホ
テ
ル
・
旅
館
等
、全
て 

の
施
設
で「
原
則
屋

内
禁
煙
」
と
な
る
ほ

か
、 

20
歳
未
満
は
喫

煙
エ
リ
ア
へ
の
立
入

が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、一定
の
条
件

を
満
た
す
既
存
特

定
飲
食
提
供
施
設  

は
、
当
面
の
経
過
措

置
と
し
て
喫
煙
可
能

室
の
設
置
も
で
き
ま

す
が
、
設
置
す
る
際

に
は
、
保
健
所
へ
の

届
出
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は「
な
く

そ
う
！
望
ま
な
い
受

動
喫
煙
」で
検
索
!!

【
問
合
せ
】
静
岡
県

中
部
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
中
部
保
健
所
）

　
　
　
　
健
康
増
進
課 

☎
０
５
４（
６
４
４
）９
２
８
０

4
月
1
日
か
ら
、飲
食
店
、

オ
フ
ィ
ス
・
事
業
所
等
は

原
則
屋
内
禁
煙
と
な
り
ま
す
!!

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1415


